
子育て応援イクちゃんカードローン 
（しんきん保証基金保証） 

（令和５年１２月１日現在） 

１．商品名 ○子育て応援イクちゃんカードローン 

２．ご利用いただける方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○次のすべてを満たし、（一社）しんきん保証基金の保証が受けられる方 

 ① お申込時およびご契約時の年齢が満２０歳以上６５歳未満の方 

 ② 安定継続した収入のある方 

 ③ 当金庫借入について履行延滞のない方 

 ④ 満１８歳以下のお子さまを養育されている親権者（妊娠中の方を含み

ます）または実質的に扶養されている親族の方 

⑤ 当金庫の会員となれる方 

   ・当金庫の地区内に住所または居所を有する方 

   ・当金庫の地区内の事業所に勤務されている方 

   上記条件のいずれかに該当される方であれば、当金庫に出資していただ

き、会員となることができます。なお、会員となっていただかなくても、

ご融資をさせていただくことが可能な場合もありますので、詳しくは、

窓口にお問い合わせください。 

３．お使いみち 
○ご自由にお使いいただけます。（ただし、事業性資金は除きます。） 

※．投機的な性格の資金は対象外です。 

４．ご融資形式 ○当座貸越（普通預金セット型） 

５．貸越極度額 ○１０万円以上１００万円以内（１０万円単位） 

６．ご契約期間 

 

○３年（以降、お子さまの年齢に関係なく原則３年毎の自動更新としますが、

ご契約者さまの年齢が満７０歳の誕生日以降の更新はできません。） 

７．ご融資利率 

 

 

 

○固定金利型とし、当金庫の所定の利率を適用させていただきます。 

 なお、ご融資利率は金融情勢などに応じ変動する場合があります。 

 ※ご融資利率には、保証料を含みます。 

 ※ご融資利率につきましては、窓口でお問い合わせ下さい。 

８．ご返済方法 

 

 

 

○元金…契約期間内の随時返済とします。 

    ※当金庫のＡＴＭ（現金自動預入支払機）で、随時ご返済できます。 

 利息…毎年２月と８月の第３土曜日を利息決算日とし、利息決算日の翌日に

貸越元金に元加します。 

９．利息の計算方法 

 

○毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷３６５の算式による計算 

（付利単位１００円） 

１０．担保・保証人 ○（一社）しんきん保証基金が保証しますので、担保および保証人は不要です。 

１１．手数料等 

 

○ローン口座開設時に、印紙代２００円をローン口座から自動引落としにより

徴求いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１２．苦情処理措置・ 

紛争解決措置 

○苦情処理措置 

 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、お取引店またはリスク統括部お客様相

談室（９時～１７時、フリーダイヤル０１２０－３２３－０２３）にお申し

出ください。 

○紛争解決措置 

東京弁護士会(電話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護士会（電話：

０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５８１－

２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用

を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記リスク統括部お客様相談室ま

たは全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：０３－３５１７－５８２５）

にお申出ください。また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁護士

会）に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京

都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客さまの

アクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議シ

ステム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域の

弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もあります。詳しくは、

東京三弁護士会、当金庫リスク統括部お客様相談室もしくは全国しんきん相

談所にお問い合せください。 

１３．その他 

 

 

○子育て応援イクちゃんカードローンは、当金庫および他の信用金庫、銀行、

信用組合、農協、労働金庫等提携金融機関のＡＴＭ（現金自動預入支払機）

でご利用になれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


